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１ 目的 

本市の公共交通を取り巻く環境は、高等学校の統廃合による新設、利用者の

減少や担い手不足が深刻化する一方、地域住民や観光客等の移動手段として、

なくてはならないものであり、中長期的な視点から維持確保していく必要があ

る。 

そのような中、令和３年３月に策定した「さぬき市地域公共交通計画」は、

令和９年３月３１日をもって計画期間が終了を迎えるため、現計画の計画目標

に基づく評価指標について、最終の評価・検証を行い、公共交通ネットワーク

を協働して維持確保するための指針として、次代を見据えた計画へとアップデ

ートし、地域内全域の公共交通の効果的な運用についての基本方針を反映した

「第２次さぬき市地域公共交通計画」を新たに策定するものである。 

そこで、当該計画の策定業務において、本市が抱える地域公共交通課題の解

決に向け、優れた知見と技術的能力を有する事業者を選定するため、実施する

ものである。 

 

２ 選定方法 

公募型プロポーザル。参加申込みのあった事業者から提出された企画提案書、

プレゼンテーション及びヒアリングを基に審査し、最も優れた企画提案を選定

する。 

 

３ 業務の概要 

(1) 内容 

別添仕様書のとおりとする。 

 (2) 委託期間 

別添仕様書のとおりとする。 

(3) 委託料 

別添仕様書のとおりとする。 
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４ 実施スケジュール 

事業者の選定に係る日程は、次のとおりとする。 

内容 日時等 

プロポーザル実施公告 令和８年５月１８日（月） 

質問受付及び参考資料提供申出期間 
令和８年５月１９日（火） 

～２０日（水）午後５時まで  
(受信時刻)  

質問回答及び参考資料提供期限 
令和８年５月２２日（金） 

正午まで(発信時刻)  

参加申込書の提出期限 
令和８年５月２６日（火） 

午後５時まで    

企画提案書の提出期限 令和８年６月１０日（水）午後５時まで 

選定会議（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 令和８年６月１７日（水） 

選定結果の通知 令和８年６月１８日（木）予定 

契約の締結 令和８年６月１９日（金）予定 

 

５ プロポーザル参加資格 

プロポーザルに参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する

法人又は団体とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第２項に規定する一

般競争入札に参加させないことができる者でないこと。 

(2) 本プロポーザルを実施する旨の公告の日から本業務委託契約締結の日までの

間において、さぬき市から指名停止の措置を受けている、又は受けることが明

らかである者でないこと。 

(3)選任を予定する管理技術者及び照査技術者が、次のいずれの要件も満たす者で

あること 

  ① 技術士（総合技術監理部門又は建設部門（いずれも都市及び地方計画））

又はＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）の資格を有していること。 

② 市町が発注し、令和５年度以降に完了した、地域公共交通計画の策定又は

地域公共交通再編支援業務において、管理又は担当技術者として従事した

ことがあること。 

③ 参加申込書提出日現在の手持ち業務量が、管理又は担当技術者に選任され

ている契約金額５００万円以上の業務（プロポーザル方式等により特定され

た未契約業務を含む。）の契約総額が１億円未満かつ件数が１０件未満であ

ること。 
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６ 参加申込み及び企画提案書等の提出等 

(1) 参加申込書の提出 

本プロポーザルに参加する意思のある事業者は、４に定める期限までに、参

加申込書（別記様式）を１２に記載する提出先に、持参又は郵送（配達記録が

残るもの）により提出すること。 

(2) 企画提案書の提出 

前号の参加申込書を提出した事業者は、４に定める期限までに、次に掲げる

書類７部を１２に記載する提出先に持参又は郵送（配達記録が残るもの）によ

り提出すること。 

① 業務実施体制（任意様式。Ａ４版片面（以下同じ。）２枚相当以内） 

② 選任予定管理技術者・担当技術者・照査技術者の経歴（任意様式。１枚以

内） 

③ ②の技術者の同種・類似業務実績（任意様式。１人につき１枚） 

④ 業務取組方針、プロセス、工程計画（任意様式。３枚相当以内） 

⑤ 提案書（任意様式。３枚相当以内） 

提案条件：令和６年度に作成したロードマップ（別添）を踏まえた課題及び

基本方針を策定するとともに、少なくとも、次に掲げる課題への対

応策を盛り込むこととする。 

     

【課題】 

     ・徳島文理大学移転に伴う利用者数の減少 

     ・統合高校の新設 

     ・キャッシュレス決済の普及 

     ・民間交通事業者の人材不足 

     ・交通空白地の解消 

 

また、提案の際に、上記以外の課題や対策がある場合には、それ

らを盛り込むことも妨げない。 

     

⑥ 参考見積書（任意様式。税込。内容の項目ごとの内訳が分かること） 

※ 上記の書類に用いる文字サイズは原則として１０．５ポイント以上とし、

①～⑤に相当するものについては、会社名・ロゴマーク等作成者が分かるも

のは表示しないこと。 
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７ 質問の受付・回答・参考資料の提供 

(1) 受付 

① 方法は電子メールによるものとし、訪問や電話による質問は受け付けない。 

② ４に定める期間内に、１２に記載するメールアドレス宛てに提出すること。 

③ 記載事項は、会社名・担当者名・電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレ

ス・質問内容とする。 

(2) 回答 

① 質問受付期間終了後、４に定める日時までに個別に電子メールにより回答

する。 

 (3) 参考資料の提供 

  ① 本市の取組を確認するための資料として、希望に応じて「さぬき市地域公共

交通計画」を提供する。 

    なお、当該計画はさぬき市ホームページでも掲載しているため、下記ＵＲＬ

にて参照することも可能である。 

    ※地域公共交通計画のＵＲＬ 

https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/toshiseibi/gyomu/6/3/1/1/889.html  

② 提供を希望する場合は、４に定める期間内に、１２に記載するメールアド

レス宛てに、会社名・担当者名・電話番号・資料提供を希望する旨をメール

すること。 

③ 希望メールを確認次第、４に定める日時までに、個別に電子メールにより

参考資料を提供する（PDF形式。返却不要）。 

 

８ 企画提案書の審査等 

(1) 審査方法 

本市の関係部課等の職員が出席する選定会議において、提出のあった企画提

案書及び次号に定めるプレゼンテーション・ヒアリングの内容により、第３号

で定める審査対象・審査基準に従い評価し、その評価点数により順位を定め、

最優秀者及び次点者を選定する。 

(2) プレゼンテーション・ヒアリングの実施 

① 日時  ４に定める日に実施する。参加申込者個々の実施時刻は、別途個

別に通知する。 

② 場所  さぬき市役所本庁２階２０３会議室 

③ 出席者 ３名まで。選任予定管理技術者又は担当技術者がプレゼンテーシ

ョンを行うこと。 

④ その他 ・所要時間は、説明３０分以内、質疑応答１０分以内（冒頭の挨

拶に係る部分は除く。）とする。 
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・プロジェクターを使用する場合は、プロジェクター・スクリー

ン及び電源は、市が用意する。 

・当日の追加資料配布など、事前に提出した企画提案書以外の資

料を用いての説明は認めない。 

・プレゼンテーション・ヒアリングは、非公開とする。 

(3) 審査対象・審査基準 

 対象 基準 

体制評価 業務実施体制 ・業務内容にふさわしい技術者等をそれぞれ配置

しているか 

 同種・類似業務の実績 ・本業務の確実な実施が見込まれる経験、実績を

豊富に有しているか 

技術評価 取組方針 ・本業務を実施する意義を的確に理解しているか 

・本市の現状、課題を的確に理解しているか 

・本業務に対し適切な方針を設定しているか 

 実施方法 ・本業務に対し具体的な提案があるか 

・提案の内容は、本市の特性をふまえているか 

・提案者が受注することによる本市の利点が感じ

られるか 

 工程計画 ・業務全体の進捗を管理し、円滑・確実な実施が

期待できるか 

 提案 ・テーマに対する考え方等が明瞭、的確に示され

ているか 

・示された考え方や手法は実現性が高いものか 

・追加提案等独自性がみられるか 

 選定会議 

（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

・本業務を担う意欲、熱意が感じられるか 

・資料の構成、表現は分かりやすいか 

・説明が明瞭で、説得力があるか 

・質問に対する回答は的確か 

価格評価 見積額 ・本業務に要する経費及び総額は効率的で妥当か 

(4) 選定結果の通知 

選定結果は、全ての参加申込者に対し、文書で通知するものとし、通知後は、

市ホームページにより公表する。ただし、通知後の問合せには一切応じない。 

 

９ 失格 

次の各号のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

(1) 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

(2) 提出期限に遅れた場合 

(3) 提出した書類に虚偽の記載があった場合 
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(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１０ 業務の委託契約 

(1) ８において最優秀と選定された事業者を優先交渉権者として随意契約の交渉

を行い、両者の合意に基づき所定の手続に従い契約を締結する。ただし、当該

合意に至らない場合は、次点者と交渉を行うものとし、同様に契約を締結する。 

(2) 前号で締結する契約は、期間については仕様書に定めるとおりとし、委託の

仕様については、企画提案書等の内容及び前号の交渉に基づき、市が定める。 

 

１１ その他 

(1) プロポーザルへの参加に当たり必要な計画書その他既存資料の貸与について

は、次のとおりとする。 

① 貸与を希望する場合は、速やかに市担当者と調整すること。 

② 貸与された資料は、紛失及び汚損しないよう取り扱うものとし、これを他

に公表若しくは貸与し、又は複製してはならない。 

③ 貸与された資料は、６(2)の企画提案書の提出時までに返却すること。 

(2) 企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーション・ヒアリングに係る費用は、

参加申込者の負担とする。 

(3) 提出期限後の書類の修正若しくは変更、差替え又は再提出は、原則として認

めない。 

(4) 提出書類は、審査以外の目的には使用しない。ただし、最優秀と選定された

企画提案書については、市の説明責任を果たす観点から、その内容を必要な範

囲で公開することがある。なお、さぬき市情報公開条例（平成１４年条例第１

１号）の規定に基づく開示請求があった場合、いずれの企画提案書も公開する

ことがある。また、選定結果にかかわらず返却しない。 

(5) これらの業務に関する成果物の版権、記録簿、各種データ等の所有権は、さ

ぬき市に帰属するものとする。 

 

１２ 問合せ先・書類提出先 

さぬき市 建設経済部 都市整備課 公共交通係 

〒769－2195 香川県さぬき市志度５３８５番地８ 

電話 087-894-1113   FAX  087-894-3444 

Email toshiseibi@city.sanuki.lg.jp



（別記様式） 

 

令和  年  月  日 

 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 殿 

 

会社名 

所在地 

代表者職・氏名              印   

 

 

 

参 加 申 込 書 

 

 

 

次の業務について、公募型プロポーザルへの参加を申し込みます。 

なお、当社は、参加資格の要件を満たしていることを誓約します。 

 

第２次さぬき市地域公共交通計画策定業務 

 

 

 

 

 

担当代表者連絡先 

所 属： 

所在地： 

職・氏名： 

電話番号： 

ＦＡＸ： 

E-mail： 
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さぬき市地域公共交通計画策定支援業務委託個別仕様書 

 

１ 委託業務名 

さぬき市地域公共交通計画策定支援業務 

 

２ 基本条件 

（１）業務委託料の上限 

 ９,５００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

 

（２）委託期間 契約締結の日から令和９年３月 31 日まで 

 

（３）委託内容 計画策定に係る一式とし、委託料の範囲内で契約時に決定 

 

３ 業務対象地域 

対象地域は、さぬき市全域とする。 

 

４ 業務内容 

（１）さぬき市の現状整理・分析 

地区概況、人口動態、交通網、集客施設立地状況等について、整理を行う。 

また、現計画の評価及び両市における上位・関連計画におけるまちづくりの方 

針、公共交通に関連する施策等を整理するとともに、これまでに実施してきた交通 

施策の取組みについても、検証・分析を行う。 

 

（２）地域公共交通の現況整理・分析 

地域内における全ての公共交通について、利用者及び非利用者の実態や推移、公 

共交通空白地区の状況等の整理を行い、政策目的を明確化した上で客観的な根拠 

データに基づいて分析を行う。 

     

（３）市民・利用者等のニーズ把握調査の実施 

① 市民アンケート調査 

市民を対象に、利用目的や乗降場所、公共交通に対する期待や要望等につい 

て意向調査を実施し、本計画の策定に向けた基礎的データとして整理・分析を 

行う。 

 

② 高校（高校生）に対するアンケート調査 

高校再編を見越し、今後の交通需要・ニーズをはじめ、公共交通に対する期待 

や要望等について意向調査を実施し、本計画の策定に向けた基礎的データとして 

整理・分析を行う。 
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③ 交通事業者等へのヒアリング調査 

本市の公共交通を運行している交通事業者や関連事業者に対し、公共交通の現 

状・課題及び将来の見通し等についてヒアリング調査を実施し、本計画へ反映す 

る。 

 

④ 公共交通を必要としている人の「生の声」の収集 

地域住民の公共交通の利用実態や公共交通への要望、移動ニーズを把握するた 

めに、意見交換会等を実施する。 

開催にあたり資料の作成及び議事録作成等の運営補助を行う。 

 

（４）クロスセクターベネフィットの視点による分析 

公共交通が存在することによる、他部門（福祉・教育等）の費用節減効果につい 

て、本地域の人口規模や特性を加味し、参考文献等を用いて算出する。 

 

（５）公共交通に関する課題抽出・対応策の検討 

上記（１）～（３）の結果を基に、本市の地域公共交通を取り巻く課題の抽出と 

問題点を整理し、今後の公共交通の望ましいネットワーク構築について、その方向 

性や対応策の検討を行う。 

 

（６）地域公共交通のあり方、基本方針、計画目標等の設定 

地域公共交通のあり方、基本方針、計画目標を定め、新たな評価指標及び目標 

値を設定する。 

なお、地域公共交通のあり方については、地域公共交通の位置づけを明確にし 

て、幹線交通とそれを補完する支線交通など、公共交通ネットワークのあり方、方 

向性を設定する。 

また、上記の方向性に応じた施策・事業の提案（他市事例の情報提供）や実現に 

向けた方策の検討等についても支援を行う。 

 

（７）目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討 

目標を達成するうえで必要となる事業内容、実施主体、事業スケジュール等を 

定める。 

また、達成状況の評価を行うための進行管理方法や管理体制等を定める。 

 

（８）計画素案のとりまとめ 

上記検討結果を踏まえ、本計画（素案）としてとりまとめる。 

なお、とりまとめにあたっては、各種交通手段相互の連携に配慮するとともに、 

施策の実現に向けた各関係者の役割分担を明確にし、重点的に取組むべき施策につ 

いて検討を行うものとする。 
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（９）さぬき市地域公共交通会議の運営支援 

さぬき市地域公共交通会議において使用する協議資料の事前作成や会議（分科会 

含む）運営への必要な協力、計画策定の効果等に関する会議での報告・説明等を行 

う。 

 

（10）打合せ協議 

業務にあたりさぬき市地域公共交通会議事務局担当職員との間で適時に十分な打 

ち合わせを行うとともに、作業の進捗を図るものとし、事務局は業務期間中いつで 

もその進捗状況の報告を求めることができるものとする。 

また、定期的な打ち合わせ協議を現地において行うこととする。 

 

５ 成果品 

業務報告書一式（各種調査結果報告書、分析資料等） 3 部 

第 2 期さぬき市地域公共交通計画書の冊子      100 部 

第 2 期さぬき市地域公共交通（概要版の冊子）    100 部 

全成果品の電子データ               １式 

 


